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広川町古墳資料館だより

学校と教育制度の変遷　その 3
～ 尋常小学校と高等小学校 ～

　古墳資料館には、久泉下牟田
古墳（5 世紀）で、広川町では
唯一の銅鏡として出土した四獣
鏡を展示しています。
　直径 11 センチメートルのこ
の銅鏡には、被葬者の権威の象
徴と死後の魔よけという大きな

意味があったと考えられており、
今年 1 月に奈良市・富雄丸山古
墳から出土した盾形の異形銅鏡
は、大きな話題となりましたが、
これも古代の鏡のもつ宝器と祭
器の二面性を強調したものと思
われます。

「
学
制
」
か
ら
「
教
育
令
」
へ

　
明
治
12
年
（
1
8
7
9
年
）

9
月
29
日
、そ
れ
ま
で
の
「
学
制
」

が
廃
止
さ
れ
、新
し
く
「
教
育
令
」

が
公
布
さ
れ
ま
す
。

　
小
学
校
の
就
学
期
間
は
8
か
年

を
原
則
と
す
る
も
、
4
か
年
に
短

縮
す
る
こ
と
も
で
き
、
学
齢
期
間

中
（
6
歳
か
ら
13
歳
）
に
、
16
か

月
間
就
学
す
れ
ば
よ
い
、
と
な
っ

て
い
ま
し
た
。

　「
教
育
令
」
は
、
同
13
年
・
同

18
年
と
改
正
が
加
え
ら
れ
て
い
き

ま
す
が
、
同
14
年
5
月
に
文
部
省

が
「
小
学
校
教
則
綱
領
」
を
通
達

し
ま
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
初
等
科

3
年
、
中
等
科
3
年
、
高
等
科
2

年
と
改
め
ら
れ
ま
し
た
。
初
め
て

高
等
科
の
名
称
が
使
わ
れ
ま
す
が
、

そ
れ
以
降
は
昭
和
20
年
の
終
戦
ま

で
続
く
高
等
科
の
始
ま
り
で
す
。

　
同
17
年
11
月
4
日
付
で
、
上こ
う
づ
ま妻

郡ぐ
ん
・
下し
も
つ
ま妻
郡ぐ
ん
組
合
立
の
、
福
島
高

等
小
学
校
が
設
置
さ
れ
ま
す
。

　
同
31
年
4
月
、
福
島
高
等
小
学

校
か
ら
分
離
し
て
、
広
川
高
等
小

学
校
（
場
所
は
中
広
川
村
大
字
新

代
字
前
畑
）
が
設
置
さ
れ
ま
す
が
、

そ
れ
ま
で
は
下
広
川
村
の
西
部
域

で
は
、
水み
ず
た田
高
等
小
学
校
（
現
筑

後
市
水
田
）
や
宮み
や
も
と本
高
等
小
学
校

（
現
久
留
米
市
大
善
寺
）
な
ど
へ

も
通
っ
て
い
ま
し
た
。

3
広
川
村
の
誕
生

　
明
治
22
年
（
1
8
8
9
年
）

4
月
1
日
付
で
、
町
村
制
施
行
に

伴
う
村
々
の
合
併
が
行
わ
れ
て
、

上
広
川
村
・
中
広
川
村
・
下
広
川

村
の
3
村
が
誕
生
し
ま
す
。
ち

な
み
に
こ
の
時
点
の
数
的
な
構

成
は
合
計
で
、
1
8
0
4
戸
・

9
9
9
1
人
（『
福
岡
県
町
村
合

併
調
書
』）
で
し
た
。
ま
た
こ
の

合
併
に
伴
い
従
前
の
水み
ず
は
ら原
村む
ら
黒く
ろ
い
わ岩

を
分
離
し
、
横よ
こ
や
ま山
村む
ら
（
現
八
女
市

上
陽
町
）
へ
編
入
し
た
こ
と
も
、

特
記
し
て
置
く
べ
き
で
し
ょ
う
。

「
教
育
ニ
関
ス
ル
勅ち

ょ
く
ご語

」
の
発
布

　
明
治
23
年
10
月
30
日
、
朕ち
ん
惟お
も
フ

ニ
で
始
ま
り
、
父
母
ニ
孝
ニ
兄
弟

ニ
友
ニ
夫ふ
う
ふ
あ
い
わ

婦
相
和
シ
朋ほ
う
ゆ
う友
相あ
い

信し
ん

シ
、
恭き
ょ
う
け
ん倹
己お
の

レ
ヲ
持じ

シ
、
博は
く
あ
い
し
ゅ
う

愛
衆

ニ
及お
よ
ホ
シ
、
学が
く
ヲ
修お
さ
メ
業ぎ
ょ
うヲ
習な
ら
ヒ
、

以も
っ
テ
智ち
の
う能
ヲ
啓け
い
は
つ発
シ
、
と
続
く
教

育
勅
語
が
発は
っ
ぷ布
さ
れ
ま
す
。
こ
れ

を
受
け
た
文
部
大
臣
の
訓く
ん
れ
い令
は
、

　「
謹
つ
つ
し
み

テ
勅ち
ょ
く
ご語
ノ
謄と
う
ほ
ん本
ヲ
作つ
く

リ
、

普あ
ま
ね
ク
之こ
れ
ヲ
全
国
ノ
学
校
ニ
頒わ
か
ツ
」

と
あ
り
、
殊こ
と
に
式し
き
じ
つ日
な
ど
適て
き
ぎ宜
に

捧ほ
う
ど
く読
を
と
求
め
ま
す
。

　
福
岡
県
で
は
同
25
年
3
月
に
訓

令
を
出
し
、
御ご
し
ん
え
い

真
影
（
天
皇
・
皇

后
の
写
真
）
と
と
も
に
、
教
育
勅

語
を
校
内
の
一
定
の
場
所
に
、
大

切
に
奉ほ
う
あ
ん安
す
る
よ
う
に
指
導
し
ま

す
。

話
を
戻
し
ま
す
。
同
26
年
に
は
、

広
川
尋
常
小
学
校
の
校
区
か
ら
太

田
村
を
分
離
し
、
校
名
も
下
広
川

尋
常
小
学
校
と
変
更
さ
れ
ま
す
。

　
同
29
年
（
1
8
9
6
年
）
4
月
、

旧
久
泉
尋
常
小
学
校
の
校
舎
を
移

築
し
、
中
広
川
尋
常
小
学
校
が
現

在
地（
現
中
広
川
小
学
校
の
場
所
）

に
設
置
さ
れ
、
時
同
じ
く
上
広
川

尋
常
小
学
校
が
大
字
吉
常
に
設
置

さ
れ
ま
し
た
。

　
両
校
と
も
こ
の
時
を
創
立
元
年

と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
下
広

川
小
学
校
と
は
周
年
の
数
え
方
に
、

23
年
の
時
間
差
が
生
じ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。▲処分を免れて残った「教育勅語」▲処分を免れて残った「教育勅語」

▲久泉下牟田古墳で出土した四獣鏡
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